
指定知的障害者更生施設等の

設備及び運営に関する基準

知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条

の26の規定に基づき、指定知的障害者更生施設等の

設備及び運営に関する基準を次のように定める。

（中略）

第一章　総　則

（趣旨）

第一条　指定知的障害者更生施設、指定特定知的障

害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮（次条第

十号において「指定知的障害者更生施設等」とい

う。）に係る知的障害者福祉法（昭和三十五年法律

第三十七号。以下「法」という。）第十五条の二十

六の設備及び運営に関する基準については、この

省令の定めるところによる。

（定義）

第二条　この省令において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

一　指定知的障害者更生施設　法第十五条の二十

四の規定により都道府県知事が指定する知的障

害者更生施設であって、次のイ及びロに掲げる

ものをいう。

イ　指定知的障害者入所更生施設　指定知的障

害者更生施設のうちロを除いたもの。
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ロ　指定知的障害者通所更生施設　指定知的障

害者更生施設のうち通所による入所者のみを

対象とするもの。

二　指定特定知的障害者授産施設　法第十五条の

二十四の規定により都道府県知事が指定する特

定知的障害者授産施設であって、イ及びロに掲

げるものをいう。

イ　指定特定知的障害者入所授産施設　指定特

定知的障害者授産施設のうちロを除いたも

の。

ロ　指定特定知的障害者通所授産施設　指定特

定知的障害者授産施設のうち通所による入所

者のみを対象とするもの。

三　指定知的障害者通勤寮　法第十五条の二十四

の規定により都道府県知事が指定する知的障害

者通勤寮をいう。

四　指定施設支援　法第十五条の十一第一項に規

定する指定施設支援をいう。

五　施設訓練等支援費の額　法第十五条の十二第

二項に規定する施設訓練等支援費の額をいう。

六　施設利用者負担額　法第十五条の十一第二項

第二号に規定する市町村長が定める基準により

算定した額をいう。

七　知的障害程度区分　法第十五条の十一第三項

に規定する知的障害程度区分をいう。

八　支給期間　法第十五条の十二第三項第一号に

規定する施設訓練等支援費を支給する期間をい



う。

九　法定代理受領　法第十五条の十二第八項の規

定により指定施設支援に要した費用が施設支給

決定知的障害者（法第十五条の十二第五項に規

定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同

じ。）に代わり当該指定施設に支払われることを

いう。

十　常勤換算方法　指定知的障害者更生施設等の

従業者の勤務延時間数の総数を当該指定知的障

害者更生施設等において常勤の従業者が勤務す

べき時間数で除することにより、当該指定知的

障害者更生施設等の従業者の員数を常勤の従業

者の員数に換算する方法をいう。

第二章　知的障害者更生施設

第一節　基本方針

（基本方針）

第三条　指定知的障害者更生施設は、入所者に対し

て、その自立と社会経済活動への参加を促進する

観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び

訓練を適切に行うものでなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、入所者の意思及び

人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施

設支援を提供するように努めなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、できる限り居宅に

近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視

した運営を行い、市町村（特別区を含む。以下同

じ。）、法第四条第六項に規定する知的障害者居宅

生活支援事業を行う者、他の知的障害者援護施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならな

い。

第二節　人員に関する基準

（指定知的障害者入所更生施設の従業者の員数）

第四条　指定知的障害者入所更生施設に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

入所定員が四十人を超えないものにあっては、第

三号の栄養士を置かないことができる。
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一　医師　入所者に対し健康管理及び療養上の指

導を行うために必要な数

二　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導

員　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指

導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を

四・三で除して得た数以上

三　栄養士　一以上

2　前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。

3　指定知的障害者入所更生施設の従業者は、専ら

当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、入所者の支援

に支障がない場合はこの限りでない。

4　第一項第二号の保健師又は看護師のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

5　第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のう

ち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6　指定知的障害者入所更生施設は、入所による指

定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提

供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加

えて、当該通所による指定施設支援を提供する第

一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該

従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所によ

る入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。

7　指定知的障害者入所更生施設は、指定施設支援

を提供している入所者の知的障害程度区分に応じ

た適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲

げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなけれ

ばならない。

（指定知的障害者通所更生施設の従業者の員数）

第五条　指定知的障害者通所更生施設に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。

一　医師　入所者に対し健康管理及び療養上の指

導を行うために必要な数

二　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導

員　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指

導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を

七・五で除して得た数以上

2　前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ



る。

3　指定知的障害者通所更生施設の従業者は、専ら

当該指定知的障害者通所更生施設の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、入所者の支援

に支障がない場合はこの限りでない。

4　第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のう

ち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5　指定知的障害者通所更生施設は、指定施設支援

を提供している入所者の知的障害程度区分に応じ

た適切な対応を図るために、第一項に掲げる従業

者に加えて、必要な従業者を置かなければならな

い。

（分場の従業者の員数）

第六条　指定知的障害者更生施設は、当該施設と一

体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を

提供する施設であって入所者が二十人未満のもの

（以下この章において「分場」という。）を設置する

場合は、当該分場において指定施設支援を提供す

る前条第一項第二号に掲げる従業者を置くものと

し、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該

分場入所者の数を七・五で除して得た数以上とす

る。

2　指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提

供している入所者の知的障害程度区分に応じた適

切な対応を図るために、前項に掲げる従業者に加

えて、必要な従業者を置かなければならない。

第三節　設備に関する基準

（指定知的障害者入所更生施設の設備）

第七条　指定知的障害者入所更生施設の設備の基準

は、次のとおりとする。

一　居室

イ　一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ　入所者一人当たりの床面積は、収納設備等

を除き、六・六平方メートル以上とすること。

ハ　男子用と女子用を別に設け、かつ、その間

の通路は、夜間は通行ができないように遮断

できるものであること。

二　静養室

イ　寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ロ　医務室に近接して設けること。
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ハ　男女別とすること。

三　食堂

イ　食事の提供に支障がない広さを有するこ

と。

ロ　必要な備品を備えること。

四　浴室　入所者の特性に応じたものであるこ

と。

五　洗面所

イ　居室のある階ごとに設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであること。

六　便所

イ　居室のある階ごとに男子用と女子用を別に

設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであること。

七　医務室　治療に必要な機械器具等を備えるこ

と。

八　作業指導室又は作業指導場

イ　作業に従事する者の安全を確保するための

設備を設けること。

ロ　指導を行うために必要な広さを有するこ

と。

ハ　指導に必要な器具を備えること。

九　相談室　室内における談話の漏えいを防ぐた

めの間仕切り等を設けること。

十　運動場　必要な備品を備えること。

十一　廊下幅　一・三五メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とす

ること。

2　前項に規定するもののほか、廊下、便所その他

必要な場所に常夜灯を設けなければならない。

3　前二項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害

者入所更生施設の用に供するものでなければなら

ない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、

この限りでない。

（指定知的障害者通所更生施設の設備）

第八条　指定知的障害者通所更生施設の設備の基準

は、次のとおりとする。

一　食堂

イ　食事の提供に支障がない広さを有するこ

と。

ロ　必要な備品を備えること。



二　洗面所　入所者の特性に応じたものであるこ

と。

三　便所

イ　男子用と女子用を別に設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであること。

四　医務室

イ　治療に必要な機械器具等を備えること。

ロ　寝台又はこれに代わる設備を設けること。

五　作業指導室又は作業指導場

イ　作業に従事する者の安全を確保するための

設備を設けること。

ロ　指導を行うために必要な広さを有するこ

と。

ハ　指導に必要な器具を備えること。

六　相談室　室内における談話の漏えいを防ぐた

めの間仕切り等を設けること。

七　運動場　必要な備品を備えること。

八　廊下幅　一・三五メートル以上とすること。た

だし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする

こと。

2　前項に規定するもののほか、廊下、便所その他

必要な場所に常夜灯を設けなければならない。

3　前二項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害

者通所更生施設の用に供するものでなければなら

ない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、

この限りでない。

（分場の設備の基準）

第九条　分場の設備は、前条に規定する基準に準ず

る。ただし、前条第一項第六号及び第七号の設備

は設けないことができる。

第四節　運営に関する基準

（内容及び手続の説明）

第十条　指定知的障害者更生施設は、施設支給決定

知的障害者が指定施設支援の利用の申し込みを

行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法（昭和二十

六年法律第四十五号）第七十六条の規定による説

明を行わなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第七十

七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、入
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所者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなけれ

ばならない。

（受給資格等の確認）

第十一条　指定知的障害者更生施設は、指定施設支

援の提供を求められた場合は、その者の提示する

施設受給者証によって、施設支給決定の有無、支

給期間、知的障害程度区分等を確かめなければな

らない。

（入退所）

第十二条　指定知的障害者更生施設は、正当な理由

なく、指定施設支援の提供を拒んではならない。

2　指定知的障害者更生施設は、指定施設支援につ

いて市町村が行うあっせん、調整及び要請（以下

「あっせん等」という。）並びに当該あっせん等に

ついて都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等

に対し、できる限り協力しなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、入所申込者が入院

治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自

ら適切な便宜を供与することが困難である場合

は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければ

ならない。

4　指定知的障害者更生施設は、入所申込者の入所

に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握

に努めなければならない。

5　指定知的障害者更生施設は、入所者の居住地の

変更が見込まれる場合においては、速やかに当該

入所者の居住地の市町村に連絡しなければならな

い。

6　指定知的障害者更生施設は、入所者について、

その心身の状況等に照らし、法第十五条の五第一

項に規定する指定居宅支援等を利用することによ

り、その者が居宅において日常生活を営むことが

できるかどうかを定期的に検討しなければならな

い。

7　前項の検討に当たっては、保健師又は看護師、

生活支援員等の従業者の間で協議しなければなら

ない。

8　指定知的障害者更生施設は、心身の状況等に照

らして、指定居宅支援等を利用することにより居

宅において日常生活を営むことができると認めら



れる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、そ

の者の円滑な退所のために必要な援助を行わなけ

ればならない。

（施設訓練等支援費支給の申請に係る援助）

第十三条　指定知的障害者更生施設は、施設支給決

定を受けていない者から入所の申込みがあった場

合には、その者の意向を踏まえ、速やかに施設訓

練等支援費の支給の申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、施設支給決定に通

常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終

了に伴う施設訓練等支援費の支給申請について、

必要な援助を行わなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第十四条　指定知的障害者更生施設は、入所又は退

所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又

は退所の年月日その他の必要な事項（以下「施設

受給者証記載事項」という。）を、その者の施設受

給者証に記載しなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、前項に規定する施

設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告

しなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、入所者数の変動が

見込まれる場合においては、速やかに都道府県に

報告しなければならない。

（指定知的障害者更生施設が入所者等に求めるこ

とのできる金銭の支払の範囲等）

第十五条　指定知的障害者更生施設が指定施設支援

を提供する入所者等に対して金銭の支払を求める

ことができるのは、当該金銭の使途が直接当該入

所者の便益を向上させるものであって、当該入所

者に支払を求めることが適当であるものに限るも

のとする。

2　前項の規定により金銭の支払を求める際には、

当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにす

るとともに、入所者等の同意を得なければならな

い。ただし、次条第一項及び第二項に掲げる支払

については、この限りではない。

（施設利用者負担額等の受領）

第十六条　指定知的障害者更生施設は、指定施設支

援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者か

ら施設利用者負担額の支払を受けるものとする。

2　指定知的障害者更生施設は、法定代理受領を行

わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げ

る施設利用者負担額のほか、入所者から法第十五

条の十一第二項に規定する額の支払を受けるもの

とする。

3　指定知的障害者更生施設は、前二項の費用の支

払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該

費用を支払った入所者又はその扶養義務者に対し

交付しなければならない。

（施設訓練等支援費の額に係る通知等）

第十七条　指定知的障害者更生施設は、市町村から

指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受

けた場合は、入所者に対し、当該入所者に係る施

設訓練等支援費の額を通知しなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、前条第二項の法定

代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支

払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の

内容、費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を入所者に対して交付

しなければならない。

（指定施設支援の取扱方針）

第十八条　指定知的障害者更生施設は、入所者につ

いて、その者の心身の状況等に応じて、その者の

支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供

が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しな

ければならない。

2　指定知的障害者更生施設の従業者は、指定施設

支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入

所者に対し、支援上必要な事項について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、その提供する指定

施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。

（施設支援計画の作成等）

第十九条　指定知的障害者更生施設は、指定施設支

援の提供に当たって、入所者に対して当該施設支

援の提供に係る計画（以下「施設支援計画」とい

う。）を作成するとともに、当該施設支援計画に基

づき、適切に指定施設支援を提供しなければなら
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ない。

2　指定知的障害者更生施設は、前項の規定による

施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し、

当該施設支援計画について説明するとともに、そ

の同意を得なければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、第一項の規定によ

る施設支援計画の作成に当たって、施設支援計画

の作成に係る会議を開かなければならない。

4　指定知的障害者更生施設は、施設支援計画の作

成後においては、その実施状況の把握を行うとと

もに、入所者について解決すべき課題を把握し、

必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなけれ

ばならない。

5　第二項及び第三項の規定は、前項に規定する施

設支援計画の見直しについて準用する。

（相談及び援助）

第二十条　指定知的障害者更生施設は、常に入所者

の心身の状況、その置かれている環境等の的確な

把握に努め、その者又はその家族に対し、その相

談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行わなければならない。

（指導、訓練等）

第二十一条　指定知的障害者更生施設は、入所者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所

者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指

導、訓練等を行わなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活

における適切な習慣を確立するとともに、社会生

活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて

生活指導を行わなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、そ

の有する能力を活用することにより、社会経済活

動に参加することができるようにするため、入所

者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

4　指定知的障害者更生施設は、入所者（通所による

入所者を除く。以下本項において同じ。）の希望等

を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、

又は清しきしなければならない。

5　指定知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行

うに当たっては、常に一人以上の従業者を従事さ

せなければならない。

6　指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、そ

の負担により、当該指定知的障害者更生施設の従

業者以外の者による指導、訓練等を受けさせては

ならない。

（食事の提供）

第二十二条　食事の提供は、栄養並びに入所者の身

体の状況及び嗜し好を考慮したものとするととも

に、適切な時間に行わなければならない。

2　調理はあらかじめ作成された献立に従って行わ

なければならない。

3　栄養士を置かない指定知的障害者更生施設に

あっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の

方法について保健所等の指導を受けなければなら

ない。

（作業指導）

第二十三条　指定知的障害者更生施設は、入所者が

自立して社会生活を営むことができるよう作業指

導を行わなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第二十四条　指定知的障害者更生施設は、教養娯楽

設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリ

エーション行事を行わなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活

を営むのに必要な行政機関等に対する手続につい

て、その者又はその家族において行うことが困難

である場合は、その者の同意を得て、代わって行

わなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、常に入所者の家族

との連携を図るとともに、入所者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。

（健康管理）

第二十五条　指定知的障害者更生施設は、常に入所

者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対

して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなけれ

ばならない。

（入所者の入院期間中の取扱い）

第二十六条　指定知的障害者更生施設は、入所者に

ついて、病院又は診療所に入院する必要が生じた

場合であって、入院後おおむね三月以内に退院す
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ることが見込まれるときは、その者の希望等を勘

案し、必要に応じて適切な便宜を供与するととも

に、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後

再び当該指定知的障害者更生施設に円滑に入所す

ることができるようにしなければならない。

（入所者に関する市町村への通知）

第二十七条　指定知的障害者更生施設は、入所者が

偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費

の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞

なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。

（管理者による管理）

第二十八条　指定知的障害者更生施設の管理者は、

専ら当該指定知的障害者更生施設の職務に従事す

る常勤の者でなければならない。ただし、当該指

定知的障害者更生施設の管理上支障がない場合

は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができる。

（管理者の責務）

第二十九条　指定知的障害者更生施設の管理者は、

従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行わなければならない。

2　指定知的障害者更生施設の管理者は、従業者に

この章の規定を遵守させるために必要な指揮命令

を行うものとする。

（運営規程）

第三十条　指定知的障害者更生施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程（第

三十六条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。

一　施設の目的及び運営の方針

二　従業者の職種、員数及び職務の内容

三　定員

イ　入所定員

ロ　通所により指定施設支援を行う施設にあっ

ては、当該通所による入所者の定員

ハ　分場を設置する施設にあっては、当該分場

の入所定員

四　入所者に対する指定施設支援の内容及び入所

者から受領する費用の額

五　施設の利用に当たっての留意事項

六　非常災害対策

七　その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第三十一条　指定知的障害者更生施設は、入所者に

対し、適切な指定施設支援を提供することができ

るよう、従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

2　指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害

者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供

しなければならない。ただし、入所者の支援に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。

3　指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害

者更生施設の従業者に対し、その資質の向上のた

めの研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第三十二条　指定知的障害者更生施設は、入所定員

及び居室の定員を超えて入所させてはならない。

ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第三十三条　指定知的障害者更生施設は、非常災害

に関する具体的計画を立てておくとともに、非常

災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必

要な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第三十四条　指定知的障害者更生施設は、入所者の

使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な

措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等

の管理を適正に行わなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害

者更生施設において感染症が発生し、又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。

（協力医療機関）

第三十五条　指定知的障害者更生施設は、入院治療

を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなければならない。

（掲示）

第三十六条　指定知的障害者更生施設は、当該指定
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知的障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程

の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、そ

の他のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第三十七条　指定知的障害者更生施設の従業者は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2　指定知的障害者更生施設は、従業者であった者

が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、法第十五条の五第

一項に規定する指定居宅支援事業者等に対して、

入所者に関する情報を提供する際は、あらかじめ

文書により入所者の同意を得ておかなければなら

ない。

（情報の提供等）

第三十八条　指定知的障害者更生施設は、当該指定

知的障害者更生施設に入所しようとする者が、適

切かつ円滑に入所することができるように、当該

指定知的障害者更生施設に関し情報の提供を行う

よう努めなければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害

者更生施設について広告をする場合は、その内容

が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（苦情解決）

第三十九条　指定知的障害者更生施設は、その提供

した指定施設支援に関する入所者等からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じな

ければならない。

2　指定知的障害者更生施設は、その提供した指定

施設支援に関し、法第十五条の十五の規定により

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく

は照会に応じ、及び入所者等からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。

3　指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第八十

三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五

条の規定により行う調査又はあっせんにできる限

り協力しなければならない。

（地域との連携等）

第四十条　指定知的障害者更生施設は、その運営に

当たっては、地域住民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めな

ければならない。

（事故発生時の対応）

第四十一条　指定知的障害者更生施設は、入所者に

対する指定施設支援の提供により事故が発生した

場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。

2　指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指

定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。

（会計の区分）

第四十二条　指定知的障害者更生施設は、指定知的

障害者更生施設の事業の合計をその他の事業の会

計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第四十三条　指定知的障害者更生施設は、従業者、

設備及び合計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。

2　指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指

定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、当該

指定施設支援を提供した日から五年間保存しなけ

ればならない。

第3章　特定知的障害者授産施設

第一節　基本方針

（基本方針）

第四十四条　指定特定知的障害者授産施設は、入所

者に対して、その自立と社会経済活動への参加を

促進する観点から、必要な訓練及び職業の提供を

適切に行わなければならない。

2　指定特定知的障害者授産施設は、入所者の意思
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及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指

定施設支援を提供するように努めなければならな

い。

3　指定特定知的障害者授産施設は、できる限り居

宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを

重視した運営を行い、市町村、知的障害者居宅生

活支援事業者、他の知的障害者援護施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。

第二節　人員に関する基準

（指定特定知的障害者入所授産施設の従業者の員数）

第四十五条　指定特定知的障害者入所授産施設に置

くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっ

ては、第三号の栄養士を置かないことができる。

一　医師　入所者に対し健康管理及び療養上の指

導を行うために必要な数

二　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導

員　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指

導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を

四・三で除して得た数以上

三　栄養士　一以上

2　前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。

3　指定特定知的障害者入所授産施設の従業者は、

専ら当該指定特定知的障害者入所授産施設の職務

に従事する者でなければならない。ただし、入所

者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4　第一項第二号の保健師又は看護師のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

5　第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のう

ち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6　指定特定知的障害者入所授産施設は、入所によ

る指定施設支援に併せて通所による指定施設支援

を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者

に加えて、当該通所による指定施設支援を提供す

る第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、

当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所

による入所者の数を七・五で除して得た数以上と

する。

7　指定特定知的障害者入所授産施設は、指定施設

支援を提供している入所者の知的障害程度区分に

応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項

に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かな

ければならない。

（指定特定知的障害者通所授産施設の従業者の員

数）

第四十六条　指定特定知的障害者通所授産施設に置

くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一　医師　入所者に対し健康管理及び療養上の指

導を行うために必要な数

二　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導

員　保健師又は看護師、生活支援員及び作業指

導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を

七・五で除して得た数以上

2　前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。

3　指定特定知的障害者通所授産施設の従業者は、

専ら当該指定特定知的障害者通所授産施設の職務

に従事する者でなければならない。ただし、入所

者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4　第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のう

ち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5　指定特定知的障害者通所授産施設は、入所者の

知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るため

に、第一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業

者を置かなければならない。

（分場の従業者の員数）

第四十七条　指定特定知的障害者授産施設は、当該

施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施

設支援を提供する施設であって入所者が二十人未

満のもの（以下この章において「分場」という。）

を設置する場合は、当該分場において指定施設支

援を提供する前条第一項第二号に掲げる従業者を

置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方

法で、当該分場入所者数を七・五で除して得た数以

上とする。

2　指定特定知的障害者授産施設は、指定施設支援

を提供している入所者の知的障害程度区分に応じ
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た適切な対応を図るために、前項に掲げる従業者

に加えて、必要な従業者を置かなければならない。

第三節　設備に関する基準

（指定特定知的障害者入所授産施設の設備）

第四十八条　指定特定知的障害者入所授産施設の設

備の基準は次のとおりとする。

一　居室

イ　一の居室の定員は、四人以下とするこ

と。

ロ　入所者一人当たりの床面積は、収納設

備等を除き、六・六平方メートル以上とす

ること。

ハ　男子用と女子用を別に設け、かつ、そ

の間の通路は、夜間は通行ができないよ

うに遮断できるものであること。

二　静養室

イ　寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

と。

ロ　医務室に近接して設けること。

ハ　男女別とすること。

三　食堂

イ　食事の提供に支障がない広さを有する

こと。

ロ　必要な備品を備えること。

四　浴室　入所者の特性に応じたものである

こと。

五　洗面所

イ　居室のある階ごとに設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであるこ

と。

六　便所

イ　居室のある階ごとに男子用と女子用を

別に設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであるこ

と。

七　医務室　治療に必要な機械器具等を備え

ること。

八　作業室又は作業場

イ　必要に応じて危害防止設備を設け又は

保護具を備えること。

ロ　作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

九　作業設備　入所者の安全に配慮したもの

とすること。

十　更衣室　男子用と女子用を別に設けるこ

と。

十一　相談室　室内における談話の漏えいを

防ぐための間仕切り等を設けること。

十二　運動場　必要な備品を備えること。

十三　廊下幅　一・三五メートル以上とする

こと。ただし、中廊下の幅は、一・八メート

ル以上とすること。

2　指定特定知的障害者入所授産施設には、必要に

応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械

器具等を備えなければならない。

3　前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定知的

障害者入所授産施設の用に供するものでなければ

ならない。ただし、入所者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。

（指定特定知的障害者通所授産施設の設備）

第四十九条　指定特定知的障害者通所授産施設の設

備の基準は次のとおりとする。

一　食堂

イ　食事の提供に支障がない広さを有するこ

と。

ロ　必要な備品を備えること。

二　洗面所　入所者の特性に応じたものであるこ

と。

三　便所

イ　男子用と女子用を別に設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであること。

四　医務室

イ　治療に必要な機械器具等を備えること。

ロ　寝台又はこれに代わる設備を備えること。

五　作業室又は作業場

イ　必要に応じて危害防止設備を設け又は保護

具を備えること。

ロ　作業に必要な機械器具等を備えること。

六　作業設備　入所者の安全に配慮したものとす

ること。

七　更衣室　男子用と女子用を別に設けること。
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入　相談室　室内における談話の漏えいを防ぐた

めの間仕切り等を設けること。

九　運動場　必要な備品を備えること。

十　廊下幅　一・三五メートル以上とすること。た

だし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする

こと。

2　指定特定知的障害者通所授産施設には、必要に

応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械

器具等を備えなければならない。

3　前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定知的

障害者通所授産施設の用に供するものでなければ

ならない。ただし、入所者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。

（分場の設備）

第五十条　分場の設備の基準は、前条に規定する基

準に準ずる。ただし、前条第一項第八号及び第九

号の設備は設けないことができる。

第四節　運営に関する基準

（授産活動）

第五十一条　指定特定知的障害者授産施設が行う授

産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの

需給状況等を考慮して行わなければならない。

2　指定特定知的障害者授産施設は、授産活動に従

事する入所者の作業時間、作業量等がその者に過

重な負担とならないように配慮しなければならな

い。

（工賃の支払）

第五十二条　指定特定知的障害者授産施設は、授産

活動に従事している者に、事業収入から事業に必

要な経費を控除した額に相当する金額を工賃とし

て支払わなければならない。

（準用）

第五十三条　第十条から第四十三条までの規定は、

指定特定知的障害者授産施設について準用する。

第四章　知的障害者通勤寮

第一節　基本方針

（基本方針）
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第五十四条　指定知的障害者通勤寮は、入所者に対

して居室その他の設備を利用させるとともに、そ

の自立と社会経済活動への参加を促進する観点か

ら、独立自活に必要な助言及び指導を適切に行わ

なければならない。

2　指定知的障害者通勤寮は、入所者の意思及び人

格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設

支援を提供するように努めなければならない。

3　指定知的障害者通勤寮は、できる限り居宅に近

い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、市町村、知的障害者居宅生活支援

事業者、他の知的障害者援護施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。

第二節　人員に関する基準

（従業者の員数）

第五十五条　指定知的障害者通勤寮に置くべき従業

者の員数は、次のとおりとする。

一　医師　入所者に対し健康管理及び療養上の指

導を行うために必要な数

二　生活支援員　常勤換算方法で二以上

2　指定知的障害者通勤寮の従業者は、専ら当該指

定知的障害者通勤寮の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、入所者の支援に支障がない

場合はこの限りでない。

3　第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、

常勤の者でなければならない。

4　指定知的障害者通勤寮は、指定施設支援を提供

している入所者の知的障害程度区分に応じた適切

な対応を図るために、第一項に掲げる従業者に加

えて、必要な従業者を置かなければならない。

第三節　設備に関する基準

（設備）

第五十六条　指定知的障害者通勤寮の設備の基準は

次のとおりとする。ただし、娯楽室にあっては、

食堂と兼ねることができる。

一　居室

イ　一の居室の定員は四人以下とすること。

ロ　入所者一人当たりの床面積は、収納設備等



を除き、六・六平方メートル以上とすること。

二　静養室

イ　寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ロ　男女別とすること。

三　食堂

イ　食事の提供に支障がない広さを有するこ

と。

ロ　必要な備品を備えること。

四　浴室　入所者の特性に応じたものであるこ

と。

五　洗面所

ィ　居室のある階ごとに設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであること。

六　便所

イ　居室のある階ごとに男子用と女子用を別に

設けること。

ロ　入所者の特性に応じたものであること。

七　娯楽室　必要な備品を備えること。

八　相談・指導室　室内における談話の漏えいを

防ぐための間仕切り等を設けること。

2　前項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者

通勤寮の用に供するものでなければならない。た

だし、入所者の支援に支障がない場合は、この限

りでない。

第四節　運営に関する基準

（施設利用者負担額等の受領）

第五十七条　指定知的障害者通勤寮は、指定施設支

援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者か

ら施設利用者負担額の支払を受けるものとする。

2　指定知的障害者通勤寮は、法定代理受領を行わ

ない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる

施設利用者負担額のほか、入所者から法第十五条

の十一第二項に規定する額の支払を受けるものと

する。

3　指定知的障害者通勤寮は、前二項の支払を受け

る額のほか、指定施設支援において提供される便

宜に要する費用のうち、食材料費、被服費、日用

品費その他の日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、入所者に負担させるこ

とが適当と認められるものの支払を受けることが
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できる。

4　指定知的障害者通勤寮は、前三項に掲げる費用

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用を支払った入所者又はその扶養義務者に

対し交付しなければならない。

5　指定知的障害者通勤寮は、第三項に掲げる費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、入所者の同意を得なけれ

ばならない。

（指導、助言等）

第五十八条　指定知的障害者通勤寮は、入所者の独

立自活に必要な助言及び指導のほか、利用者に対

する食事の提供等の入所者が日常生活を営む上で

必要な業務を行わなければならない。

（生活指導）

第五十九条　指定知的障害者通勤寮は、対人関係、

金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うた

めに必要な生活指導に努めなければならない。

（健康管理）

第六十条　指定知的障害者通勤寮は、常に利用者の

健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指

導に努めなければならない。

（運営規程）

第六十一条　指定知的障害者通勤寮は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。

一　施設の目的及び運営の方針

二　従業者の職種、員数及び職務の内容

三　入所定員

四　入所者に対する指定施設支援の内容及び入所

者から受領する費用の額

五　施設の利用に当たっての留意事項

六　非常災害対策

七　その他施設の運営に関する重要事項

（準用）

第六十二条　第十条から第十五条まで、第十七条か

ら第二十条まで、第二十二条、第二十四条、第二

十六条から第二十九条まで、第三十一条から第四

十三条までの規定は、指定知的障害者通勤寮につ

いて準用する。



附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行

する。

（知的障害者入所更生施設の経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に存する知的障害者

入所更生施設の建物（基本的な設備が完成してい

るものを含み、この省令の施行の後に増築され、

又は全面的に改築された部分を除く。）について、

第七条第一項第一号の規定を適用する場合におい

ては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として

四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とある

のは「三・三平方メートル」とする。

（知的障害者入所授産施設の経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に存する知的障害者

入所授産施設の建物（基本的な設備が完成してい

るものを含み、この省令の施行の後に増築され、

又は全面的に改築された部分を除く。）について、

第四十八条第一項第一号の規定を適用する場合に

おいては、同号イ中「四人」とあるのは「原則と

して四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」と

あるのは「三・三平方メートル」とする。

（知的障害者通勤寮の経過措置）

第四条　この省令の施行の際現に存する知的障害者

通勤寮の建物（基本的な設備が完成しているもの

を含み、この省令の施行の後に増築され、又は全

面的に改築された部分を除く。）について、第五十

六条第一項第一号の規定を適用する場合において

は、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四

人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とあるの

は「三・三平方メートル」とする。
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